
京（みやこ）・食の安全衛生管理認証制度実施要綱 

 

 

第１章 総 則 

 

第１ 目的 

京（みやこ）・食の安全衛生管理認証制度（以下「認証制度」という。）実施要綱は，京都市内で食品の調理，

加工，製造及び販売過程において，食品に起因する衛生上の危害の発生の防止等を図るため，食品等事業者が

自ら行う衛生管理について，本市が定める基準を満たしていると認められる施設を認証することにより，営業

施設の衛生水準の向上を推進し，衛生管理の不備に起因する食品事故等の発生防止に寄与することを目的とす

る。 

 

第２ 定義 

この要綱において，次の各号に掲げる用語の定義は，次の各号に定めるところによる。 

⑴  食品等事業者とは，食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）（以下「法」という。）第５５条又は

食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第４６号）第２条の規定による改正前の法（以下

「旧法」という。）第５２条の規定により許可を受けた事業者，法第５７条の規定により届出を行った

事業者及び別に定める事業者をいう。 

⑵  営業施設とは，法第５５条又は旧法第５２条の規定により許可を受けた施設，法第５７条の規定によ

り届出を行った施設及び別に定める施設をいう。 

⑶ 衛生管理マニュアルとは，当該施設における衛生管理手順等が記載された衛生管理点検票及び別表３に

掲げる書類一式をいう。 

⑷ 認証とは，京都市長（以下「市長」という。）が食品等事業者からの申請に基づき提出された衛生管理

マニュアル等について，認証基準を満たす衛生管理が実施されているか実地調査も含め確認し，適合する

営業施設について市長が認証を行うことをいう。 

 

第３ 責務 

  この要綱における本市及び食品等事業者の責務は，次の各号に定めるとおりとする。 

  ⑴ 市長は，認証基準を定め，認証制度の適正な運用及びその普及に努めるとともに公平・公正に認証の審

査を行い，審査の信頼性の確保に努める。 

  ⑵ 市長は，食品等事業者からの申請事務等を適正かつ円滑に運営することに努める。 

  ⑶ 認証を受けた食品等事業者は，認証基準を遵守し，より安全性の高い食品を提供するよう努める。 

 

第２章 認 証 

 

第４ 対象業種 

  認証の対象は，食品等事業者のうち法第５５条又は旧法第５２条の規定による業種及び法第５７条の規定に

よる業種とする（ただし，自動販売機，臨時的営業及び簡易な業種は対象外とする。）。 

２ 認証業種については，次のとおり前項に定める業を二分類する。  



 ⑴ 食品営業 法第５５条又は旧法第５２条の規定により許可を受けたもの，法第５７条の規定により届出を

行った製造業及び給食施設 

 ⑵ 食品販売業 法第５７条の規定により届出を行った販売業 

 

第５ 認証基準 

  認証を申請する食品等事業者が，認証を受けようとする営業施設ごとに遵守しなければならない基準等は，

次の各号のとおりとする。 

  ⑴ 別表１に規定する衛生管理システムを構築し，別表２に基づいた衛生管理の方法，頻度及び記録の方法

等を定めなければならない。ただし，当該営業施設において生食用の食肉（牛肉，ただし内臓を除く。）

を取り扱う場合は，厚生労働省が規定する規格基準を遵守しなければならない。 

 ⑵ 法第５７条に規定する営業等届出施設にあっては，食品衛生法に基づく公衆衛生上講じるべき措置の基

準等に関する条例（京都府条例第５号，平成１２年３月２８日公布）第４条及び食品衛生法施行細則（京

都府規則第１２号，平成１２年３月２０日公布）別表第２第１に規定する基準を準用する。 

２ 認証を申請する食品等事業者は，前項の規定により自らが定めた衛生管理の方法等を記載した衛生管理マニ

ュアルを作成し，保存しなければならない。 

３ 認証を受けた食品等事業者は，衛生管理マニュアルに基づく記録を１年以上保存しなければならない。 

 

第６ 認証の新規申請 

  新たに認証の申請をしようとする食品等事業者は，認証を受けようとする営業施設又は業種ごとに，別記第

１号様式による申請書に，次の第１号から第４号までに掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

⑴ 衛生管理マニュアル（正副２部） 

⑵ 衛生管理マニュアルに規定する記録様式の写し（正副２部） 

⑶ 法第５５条又は旧法第５２条に規定する営業許可証等の写し又は法第５７条に基づく届出等を行ったこ

とを証する書類の写し（以下「営業許可証等の写し」という。） 

⑷ 食品衛生責任者等の資格を有する書類の写し 

２ 前項の規定に関わらず，総合衛生管理製造過程の承認等の認証を取得している場合にあっては，その認証を

証する書類又は写しを添付することにより，前項第１号及び第２号の書類の添付を省略することができる。 

 

第７ 認証の申請者及び欠格要件 

  認証の申請を行うことができる者は，第２に掲げる食品等事業者とする。 

２ 前項の規定に関わらず，次の各号のいずれかに該当する食品等事業者は，第６（認証の新規申請）の申請を

することができない。 

⑴ 第１５（認証の取り消し）の規定により認証を取り消され，その取消しの日から２年を経過しない場合 

⑵ 法第５９条又は法第６０条の処分等が終了した日から起算して２年を経過しない場合 

 

第８ 認証の更新申請 

  認証を受けた食品等事業者が，認証の有効期間満了に際し引き続き認証を受けようとする場合は，認証の有

効期間が満了する日の１箇月前までに，別記第１号様式による申請書に，次の第１号から第４号までに掲げる

書類を添えて市長に申請しなければならない。 

⑴ 衛生管理マニュアル（正副２部） 



⑵ 衛生管理マニュアルに規定する記録の写し（正副２部） 

⑶ 現在受けている認証書の写し 

⑷ 営業許可書等の写し 

２ 前項の規定に関わらず，現在認証を受けている衛生管理マニュアルに定める書類の内容に変更がない場合及

び第６第２項の規定に該当する場合は，前項第１号及び第２号の書類の添付を省略することができる。 

 

第９ 認証審査事項の変更申請 

  認証を受けた食品等事業者が，衛生管理マニュアル等の内容を変更しようとするときは，別記第１号様式に

よる申請書に，変更の内容を明記した書類（正副２部）及び認証書の写しを添えて，市長に申請しなければな

らない。 

２ 前項の申請であって，第４に定める対象業種を変更又は追加する場合は，１に定める添付書類に加え，営業

許可書等の写しも添付すること。 

 

第１０ 認証申請書の変更届 

  認証を受けた食品等事業者は，次の第１号から第３号までに掲げる事項を変更したとき，又は法第５６条又

は法第５７条第２項の規定に係る地位の承継を行ったときは，別記第２号様式による変更等届出書に変更内容

が確認できる書類（法人にあっては登記事項証明書等）及び認証書を添えて，遅滞なく市長に届け出なければ

ならない。 

  ⑴ 認証を受けた食品等事業者の住所（法人にあつては，主たる事務所の所在地） 

  ⑵ 認証を受けた食品等事業者の氏名（法人にあつては，名称，代表者の氏名） 

  ⑶ 営業施設の名称，屋号又は商号 

２ 市長は，前項に規定する変更届出書を受理したときは，届出内容を確認のうえ，届出のあった食品等事業者

に対し認証書を再発行するものとする。ただし,第 1号の変更については認証書の添付は不要とし，再発行は行

わない。 

 

第１１ 実地調査 

  第６（認証の新規申請），第８（認証の更新申請），第９（認証審査事項の変更申請）に係る認証を受けよ

うとする食品等事業者は，衛生管理マニュアル等に基づく実施状況等について医療衛生センター又は医療衛生

企画課の調査員（以下「調査員」という。）が行う実地調査を受けなければならない。ただし，第６第２項の

規定に該当する場合はこの限りではない。 

２ 実地調査の結果，衛生管理マニュアル等の内容及び実施状況に不備な点がある場合，調査員はそれを指摘し，

食品等事業者は改善するよう努めなければならない。 

３ 調査員は，前項の改善状況を確認するため，必要に応じ再度実地調査を行わなければならない。 

 

第１２ 認証審査及び認証書の交付等 

 市長は，認証基準に基づく申請書類等の確認及び衛生管理マニュアル等の実施状況を確認する実地調査の結

果等に基づき審査した結果について次の各号に掲げるいずれかの通知書を，遅滞なく食品等事業者に交付しな

ければならない。 

 ⑴ 認証基準等に適合すると判定するときは，別記第３号様式又は別記第４号様式による認証書 

 ⑵ 認証基準等に適合しないと判定するときは，別記第５号様式による通知書 



２ 認証を受けた食品等事業者が，交付された認証書を紛失又はき損したときは，別記第６号様式の認証書再交 

付申請書にき損した場合は当該認証書を添えて，遅滞なく市長に再交付の申請をしなければならない。 

３ 前項の規定により再交付の申請のあった食品等事業者に対し，市長は認証書を再交付するものとする。 

 

第１３ 認証の有効期間 

  第６（認証の新規申請）の規定に係る認証の有効期間は，認証の日から５年間とする。 

２ 第８（認証の更新申請）の規定に係る認証の有効期間は，５年間とする。 

３ 第９（認証審査事項の変更申請）及び第１０（認証申請書の変更届）第３項の規定に係る認証の有効期間は，

それぞれ変更申請又は変更届出前の認証に係る有効期間とする。 

４ 第１２（認証審査及び認証書の交付等）第３項の規定に係る認証の有効期間は，当該認証に係る有効期間と

する。 

 

第１４ 認証書等の掲示 

  認証を受けた食品等事業者は，第１０第３項，第１２第１項第１号又は第３項の規定により交付された認証

書を，認証を受けた営業施設において掲示することができる。 

２ 認証を受けた食品等事業者は，別に定める認証マークを当該営業施設で製造・加工等された認証に係る製品

に表示及び当該営業施設に掲示することができる。 

 

第１５ 認証の取り消し 

  市長は，認証をした食品等事業者が次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は，その認証を取り消すこと

ができる。 

⑴ 第６（認証の新規申請），第８（認証の更新申請），第９（認証審査事項の変更申請）に規定する申請に

偽り若しくはその他の不正手段により認証を受けたことが判明したとき。 

⑵ 認証基準からの逸脱のおそれがあり，相当の期間を定めて，改善を求めてもなお改善されないとき。 

  ⑶ 法第５９条又は６０条の処分等を受けたとき。 

  ⑷ 第７第２項の規定により認証等が取り消されたとき。 

２ 認証を受けた食品等事業者は，第１項第４号に該当した場合には，その旨を市長に届け出なければならない。 

３ 市長は，第１項の規定により認証を取り消すときは，当該食品等事業者に別記第７号様式による認証取消通

知書を交付するものとする。 

４ 認証を受けた食品等事業者が第３項の規定により認証を取り消されたときは，速やかに認証書を市長に返納

し，取り消された時点以降に製造・加工等する認証に係る製品に第１４第２項に規定する認証マークの表示及

び掲示をしてはならない。 

 

第１６ 認証の辞退等 

  食品等事業者は，次の各号に該当する場合は，別記第８号様式により，市長に認証書を添えて速やかに届け

出なければならない。 

  ⑴ 自ら認証を辞退しようとするとき。 

  ⑵ 認証を受けた営業施設を廃業又は廃止したとき。 

 

第１７ 立入等 



  調査員は，認証に係る業務を行うために，認証を申請した食品等事業者から必要な報告を求め，関係書類を

閲覧するとともに，食品等事業者の了解を得たうえで，認証の営業施設及びその営業施設を管理する事務所等

に立ち入ることができる。 

２ 調査員は，認証を申請した食品等事業者に対し，認証に係る衛生管理マニュアル等の内容及び営業施設の衛

生管理に関して技術上の助言を行うことができる。 

 

第１８ 実施状況の把握 

市長は，認証を受けた営業施設において，衛生管理マニュアル等に基づく実施状況の把握に努めなければな

らない。 

第３章 雑 則 

 

第１９ 認証等を受けた食品等事業者の公表 

  市長は，認証を受けた食品等事業者の名称等を公表することとする。 

 

第２０ その他 

  その他認証制度の実施に関する必要な事項は，別に定める。 

 

附則 

 この要綱は，平成１８年６月２１日から実施する。 

附則 

 この要綱は，平成１９年３月３０日から実施する。 

附則 

（実施期日） 

 この要綱は，平成２０年８月２９日から実施する。 

附則 

（実施期日） 

 この要綱は，平成２３年１０月１日から実施する。 

附則 

（実施期日） 

 この要綱は，平成２５年２月１日から実施する。 

附則 

（実施期日） 

 この要綱は，平成２９年４月１日から実施する。 

附則 

（実施期日） 

 この要綱は，令和２年４月１日から実施する。 

（実施期日） 

 この要綱は，令和３年６月１日から実施する。



 

別表１（第５関係） 

 

 衛生管理システムの構築 

第１ 衛生管理システムの構成要員の選任 

認証を受ける施設ごとに従業員等の中から，施設独自の衛生管理システムの導入から運用，見直し

等を担う者を選任し，役割分担等を記載した書類を作成すること。 

 

第２ 製品説明書 

  製造，調理又は加工（以下「製造」という。），販売する製品又は製品分類（以下「製品」という。）

ごとに，使用する原材料及び原材料の情報，最終製品及び最終製品の情報，並びに使用方法等を記載

した製品説明書を作成すること。 

 

第３ 製造又は加工工程図 

  原材料の受け入れから最終製品の出荷に至る一連の製造工程の流れを記載した製造工程図を作成す

ること。 

  また，第２から第４までに作成した書類及び施設の調査を行い，原材料の受け入れから最終製品の

出荷に至る一連の製造工程において，発生しうる危害原因物質とその危害の要因，防止措置を記載す

ること。 

 

第４ 施設設備の図面 

  施設の設備，機械，器具の配置及び原材料の受け入れから最終製品の出荷に至る一連の製造工程等

を記載した施設の図面を作成すること。 

 

第５ 衛生管理点検票 

  第３で作成した危害分析に基づく管理事項と管理基準，確認方法，頻度，記録文書名等を記した衛

生管理点検票を作成する。 



 

別表２（第５関係） 
衛生管理点検票には，以下の衛生管理手順等が記載されていること。なお，該当する施設・設備が設置されてい

ない場合を除く。 
 
１ 施設設備の衛生管理 
項目 内容 
衛生管理基準 
（施設設備） 

・ 施設設備に起因する危害の発生を抑える管理，点検方法及び逸脱時の対応方法が定められ
ていること。 

 
２ 機械器具類の衛生管理 
項目 内容 
衛生管理基準 
（機械器具類） 

・ 製造又は加工工程図に基づき，機械器具類に起因する危害の発生を抑える管理，点検方法
及び逸脱時の対応方法が定められていること。 

 
３ 食品等の衛生的な取扱い(原材料) 
項目 内容 

衛生管理基準 
（原材料の取扱
い） 

・ 製造又は加工工程図に基づき，原材料の受け入れ，取扱いに起因する危害の発生を抑える
原材料の受け入れの基準，管理，点検方法及び逸脱時の対応方法が定められていること。 

 
４ 食品等の衛生的な取扱い(調理・製造工程) 
項目 内容 
衛生管理基準 
（調理，製造工
程中の取扱い） 

・ 製造又は加工工程図に基づき，調理，製造工程中の取扱いに起因する危害の発生を抑える
管理，点検方法及び逸脱時の対応方法が定められていること。 

 
５ 食品等の衛生的な取扱い(製品) 
項目 内容 
衛生管理基準 
（ 製品の取扱
い） 

・ 製造又は加工工程図に基づき，製品の取扱いに起因する危害の発生を抑える管理，点検方
法及び逸脱時の対応方法が定められていること。 

 
６ 使用水の衛生管理 
項目 内容 
衛生管理基準 
（使用水） 

・ 製造又は加工工程図に基づき，使用水に起因する危害の発生を抑える管理，点検方法及び
逸脱時の対応方法が定められていること。 

 
７ 廃棄物及び排水の衛生管理 
項目 内容 
衛生管理基準 
（ 廃 棄 物 ， 排
水） 

・ 製造又は加工工程図に基づき，廃棄物及び排水に起因する危害の発生を抑える管理，点検
方法及び逸脱時の対応方法が定められていること。 

 
８ ねずみ，こん虫の防除 
項目 内容 
衛生管理基準 
（ねずみ，こん
虫） 

・ 製造又は加工工程図に基づき，ねずみ，こん虫の発生及び駆除作業に起因する危害の発生
を抑える管理，点検方法及び逸脱時の対応方法が定められていること。 

 
９ 従事者の教育訓練 
項目 内容 
講習会等への
受講 

・ 食品等事業者又は食品等事業者が必要と認めた従事者は，食品衛生講習会等を受講し，他
の従業員への伝達方法が定められていること。 

従事者の衛生
教育 

・ 衛生教育の実施方法が定められていること。 

 
１０ 従事者の衛生管理 
項目 内容 
従事者の衛生
管理基準 

・ 従事者に起因する危害の発生を抑える管理，点検方法及び逸脱時の対応方法が定められて
いること。 

 



 

１１ 危機管理（回収等を含む）体制等 
項目 内容 
事故発生時の
対応 

・ 食中毒等事故の発生時及び製品検査等に基づく基準超過時の対応方法，苦情処理手順，製
品の具体的な回収方法，医療衛生センター等への報告手順等が定められていること。 

 
１２ 検食の保存 
項目 内容 

検食の保存 
・ 飲食店営業の場合は，食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等
に関する条例（令和３年条例第５１号）第１条の規定による廃止前の「京都市食品衛生法に基づく
管理運営基準に関する条例」に規定する以上の期間，保存する旨が定められていること。 

 
１３ 製品の検査 
項目 内容 

製品等の検査 
・ 原材料，半製品，製品，器具等を対象に，製造又は加工工程図を考慮した細菌等の微生物
学的検査，添加物等の化学的検査，異物混入等の物理学的検査の実施手順を定めるとともに，
検査の結果不適となった場合の対処方法が定められていること。 

 
別表３（第６，第８関係） 

１ 衛生管理システムの構成要員の役割分担表 

２ 製品説明書 

３ 製造又は加工工程図（製品製造又は加工の作業手順を含め記載） 

４ 施設設備の図面 
 



 

別記第１号様式（第６，第８，第９関係） 

認証（新規・更新・審査事項の変更）申請書 

（あて先） 京都市長 年   月   日   

申請者住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地） 

 

 

 

申請者氏名（フリガナ）（法人にあっては名称及び代表

者名） 

 

電話  －       

 

京（みやこ）・食の安全衛生管理認証制度実施要綱の規定により，認証の審査を申請します。 

申 請 の 種 類 □ 新 規    □ 更 新    □ 認証審査事項の変更 

営業 

施設 

名称，屋号又は商号 電話  －     

所 在 地 
 

認 証 の 業 種  

現に受けている認証番号， 
認証年月日及び有効期間  
（更新及び変更申請時に限る。） 

認証番号 第     号 認証年月日     年  月  日 

有効期間   年  月  日 

申請者の 

欠格事項 

京（みやこ）・食の安全衛生管理認証制度実施要綱第１５の規定により認
証を取り消され，その取消しの日から起算して２年を経過しないこと。 

□無 □有 

食品衛生法第５９条又は第６０条の処分を受け，その処分が終了した日か
ら起算して２年を経過しないこと。 

□無 □有 

 添付書類 

⑴ 衛生管理マニュアル（正副２部） 

⑵ 衛生管理マニュアルで規定する記録の写し 

⑶ 認証書の写し（更新及び認証審査事項の変更申請時に限る。） 

⑷ 営業許可証等の写し（新規及び更新申請時に限る。） 

⑸ 変更内容を明記した書類（正副２部）（認証審査事項の変更申請時に限る。） 

⑹ 食品衛生責任者等の資格を有する書類の写し（新規及び認証審査事項（食品衛生責任者等）の変更申請時に限る。） 

備考 

1 該当する□に 印を記入してください。 

2  更新申請時の添付書類(1)，(2)について，新規認証申請時に提出したものと変更がない書類については，省略するこ 

とができる。 

 3  なお,国際規格認証（ISO22000（食品安全マネジメントシステム），HACCP（食品衛生管理規格）等）を取得している

場合には，その認証を証する書類等の写しを添付することにより，(1)，(2)を省略することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列４番とする。 

 



 

別記第２号様式（第１０関係） 

変 更 等 届 出 書 

（あて先） 京都市長 年   月   日   

届出者住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地） 

 

 

 

届出者氏名（フリガナ）（法人にあっては名称及び代表

者名） 

 

電話  －       

 
京（みやこ）・食の安全衛生管理認証制度実施要綱第１０第１項及び第２項の規定により，             

□                  の変更について 
□ 地位の承継（□ 相続  □ 合併  □ 分割）を 

営業 

施設 

名称，屋号又は商号 
電話  －     

所 在 地 
 

認 証 の 業 種  

認証番号及び認証年月日 認証番号 第     号 認証年月日   年  月  日 

変 更 年 月 日    年  月  日 

変更内容 

変 更 前  

変 更 後  

 添付書類 

⑴ 変更内容を確認できる書類（変更の届出時に限る。） 

⑵ 登記事項証明書（法人の変更事項の届出の場合及び合併，分割の場合に限る。） 

⑶ 戸籍謄本，相続同意書及び申立書（相続の場合に限る。） 

⑷ 認証書 

備考 該当する□に 印を記入してください。 

用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列４番とする。 

 

届け出ます。 



 

別記第３号様式（第１２関係） 
 

認証第   号 

認 証 書 
 

 氏    名 

 施設の名称 

  施設の所在地 

  認証の業種 

  

 

 

 

 

 

京（みやこ）・食の安全衛生管理認証制度実施要綱第１２第１

項の規定により，食品営業（又は食品販売業）の認証基準に適合

していると認められたので,認証します。 

 

   年   月   日 

 

京都市長     
 

条 件 この認証の有効期限は， 年 月 日までとする。 

 
用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列４番とする。 

 

別記第４号様式（第１２関係） 
 

認証第   号 

認 証 書 
 

 氏    名 

 施設の名称 

  施設の所在地 

  認証の業種 

  

 

 

 

 

 

京（みやこ）・食の安全衛生管理認証制度実施要綱第１２第 1 

項の規定により，認証基準及び生食用食肉の取扱いにおける規格 

基準に適合していると認められたので，認証します。 

 

   年   月   日 

 

京都市長     
 

条 件 この認証の有効期限は， 年 月 日までとする。 

   
用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列４番とする。 

 

認証 

マーク 

印 

 

認証 

マーク 

印 



 

別記５号様式（第１２関係） 

認証審査結果通知書 
年  月  日  

              様            

 京都市長 

年  月  日付けで認証申請のありました下記施設について，京（みやこ）・食の安全衛生

管理認証制度実施要綱第１２第１項の規定により，審査を行った結果，認証基準等に適合しないと判

定しましたので通知します。 

審 査 年 月 日 年  月  日 

記 

申 請 の 種 類 □ 新 規  □ 更 新  □ 認証審査事項変更   

申請者氏名（法人にあっては

名称及び代表者名） 
 

施設 
名称，屋号又は商号 

 

所 在 地 
 

認 証 の 業 種  

用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列４番とする。 

 

 

別記第６号様式（第１２関係） 

認 証 書 再 交 付 申 請 書 

（あて先） 京都市長 年   月   日   

申請者住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地） 

 

 

 

申請者氏名（フリガナ）（法人にあっては名称及び代表

者名） 

 

電話  －       
 

京（みやこ）・食の安全衛生管理認証制度実施要綱第１２第２項の規定により，認証の再交付を申請

します。 

営業 

施設 

名称，屋号又は商号 
電話  －     

所 在 地 
 

認 証 の 業 種  

現に受けている認証番号， 
認証年月日及び有効期間  

認証番号 第     号 認証年月日    年  月  日 

有効期限   年  月  日まで 

申 請 の 理 由 □ き損したため     □ 紛失したため 

添付書類 

 ⑴ 認証書（き損した場合に限る。） 

備考 該当する□に 印を記入してください。 

用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列４番とする。 



 

別記第７号様式（第１５関係） 

認 証 取 消 通 知 書 
年  月  日  

様 

京都市長 

下記施設について，京（みやこ）・食の安全衛生管理認証制度実施要綱第１５の規定により認証を取り

消します。 

取 消 理 由 

□ 第１５第１項第１号の規定による 

□ 第１５第１項第２号の規定による 

□ 第１５第１項第３号の規定による 

□ 第１５第１項第４号の規定による 

記 

申請者氏名（法人にあっては

名称及び代表者名） 
 

申請者住所（法人にあって

は，主たる事務所の所在地） 
 

営業 

施設 

名称，屋号又は商号  

所 在 地  

認 証 の 業 種  

現に受けている認証番号，

認証年月日及び有効期間  

認証番号 第     号 認証年月日    年  月  日 

有効期限   年  月  日まで 

用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列４番とする。 

 

別記第８号様式（第１６関係） 

認証の辞退・廃止届 

（あて先） 京都市長 年   月   日   

届出者住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地） 

 

 

 

届出者氏名（フリガナ）（法人にあっては名称及び代表

者名） 

 

電話  －       
 

 
京（みやこ）・食の安全衛生管理認証制度実施要綱第１６の規定により     

するので届け出ます。 

営業 

施設 

名称，屋号又は商号  

所 在 地  

認 証 の 業 種  

現に受けている認証番号，

認証年月日及び有効期間  

認証番号 第     号 認証年月日    年  月  日 

有効期限   年  月  日まで 

理 由  

 添付書類 

⑴ 認証書 

備考 該当する□に 印を記入してください。 

用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列４番とする。 

□ 認証を辞退 

□ 認証施設を廃止 


